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※現時点の公募概要案です。申請にあたっては後日公開する企画提案要領をご確認ください。 

※本事業は、令和８年度予算に基づき募集を行うものです。今後の予算編成の状況によっては、内容の変

更や規模の縮小、スケジュールの遅れ等が生じる場合があります。 

令和８年度日本博による地域固有文化コンテンツ創出補助事業の公募概要 

令和 8年 3月 17日 

１．本事業の目的 
日本博は、「日本の美と心」を基本コンセプトに縄文時代から現代まで

続く我が国の文化芸術を国内外に発信する官民連携プロジェクトです。

東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会、大阪・関西万博とい

った大規模国際イベントを契機に日本全国で展開してきました。 

その中で、大規模国際イベントに向けた新しい演出や表現方法への挑

戦、市町村・都道府県の枠を越えた広域的な連携による新たな取組なども多く生まれました。 

こうしたレガシーを踏まえ、令和８年度からは、文化芸術団体や文化関連企業等の創意工夫のも

とインバウンド（訪日外国人旅行者）が日本文化の本質を深く理解し、楽しむことのできる地域の

文化資源を活用した文化コンテンツを創出し、国際発信を通じた地域へのインバウンド誘客の更

なる推進に資する事業を支援します。 

日本博プロジェクトの実施を通じて、「日本の美と心」を引き続き世界に対して発信し、文化芸

術の振興を図っていきます。 

 

 

２．募集内容の概要 

（１）対象となる事業期間 
令和８年７月１日（予定）以降の交付決定日から令和９年２月２８日（調整中）までの任意の

期間 

 

※補助期間中の事業計画（最小３年、最大５年）を作成し、計画的に事業を進めていただき

ます。ただし、本事業は年度ごとに、当該年度の進捗と次年度の事業計画の審査し継続の

可否を決定するため、２年目以降の補助を確約するものではありません。 
 

 

（２）対象となる事業者 
  以下の①もしくは②に当てはまる者。地方公共団体が②の事務局や構成員となることは可能。 

 

① 公的機関（地方公共団体を除く）、非営利団体、文化施設、民間事業者等の法人格を有する

団体 

② 以下の全ての要件を満たす任意団体 
 ・定款又はこれに類する規約等を有すること 

 ・団体等の意思を決定し、執行する組織体が確立されていること 

 ・自ら経理・監査する等の会計組織を有すること 

 ・活動の本拠としての事務所を有すること 

 

 

（３）対象となる事業内容・要件 
地域の多様な文化資源を活用し、インバウンドが日本文化の本質を深く理解し楽しめる文化

コンテンツを各地に創出し、国際発信を通じて地域へのインバウンド来訪増、及び消費拡大を促

す事業。 

 

地域の実情にあわせて、以下の取組のいずれかを行うことが求められる。 

 

日本博ロゴマーク 
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① インバウンドが日本文化の本質を深く理解し楽しむことのできる文化コンテンツを造成し、

販売すること。（※１、２） 

 

② 文化コンテンツへの理解向上を図るための多言語対応を行うこと（単なる翻訳ではなく、

外国人にとって、理解しやすい解説等を加えるなど） 

 

③ 文化コンテンツの魅力により地方へのインバウンドの来訪増、若しくは都市部を中心にイ

ンバウンドが集中している一部エリアのオーバーツーリズム解消に資する（実施する時間

帯・時期・場所の分散化・平準化を行うなど）こと 

 

④ 文化コンテンツについて、インターネット上でのチケット販売1、多言語対応券売機での販

売、キャッシュレス決済対応、多言語対応ができる窓口スタッフの配置など、インバウン

ドの利便性の高い購入手段を整備している、又は事業年度中に整備する計画があること。

（※３） 

 

※１ 文化コンテンツは、インバウンドが日本文化の本質を深く理解し楽しむことのでき

るものであって、地域の文化資源を活用した新たなもの、若しくは既存の文化コンテン

ツにインバウンド向けの価値を付加したもの。 

  また、インバウンド向けのコンテンツであるため、インバウンドの利便性に配慮し、

年間を通じて実施する、もしくは年間を通じた実施日数・回数が少ない場合でも、日程

等の詳細を早期に情報発信するなどが求められる。(継続実施の見込みがない単発イベン

トは不可。) 

※２ 本事業の目的の一つはインバウンドの消費拡大であるため、無料の文化コンテンツ

は原則として対象外。ただし、入場自体は無料でも有料の特別観覧席を設けたり、イン

バウンドの体験・鑑賞の質を高める有料のガイドツアーを催行したりするなど、有料参

加のオプションを設定する場合はこの限りではない。 

※３ 早期に OTA(Online Travel Agent)との契約を進める、文化コンテンツの魅力をイン

バウンド目線で発信する広報活動や、インバウンド向け口コミサイトへの投稿促進2、地

図情報サービスへの情報提供（MEO3対策）等の対応をとることが望まれる。 
 

 

なお、上記の事業内容に沿った具体的な取組の例は以下のとおり。これらはあくまで事例であ

り、申請内容はこれに限るものではなく、申請者の創意工夫が期待される。 

 

〇国際的な大型イベントとの連携 

・日本で開催される国際的な大型イベントと連携して、大型イベントのために訪日したインバ

ウンドを地方に誘客する取組 

  

➢ 第 20 回アジア競技大会（令和 8年 9月 19日～10 月 4日）・第 5回アジアパラ競技大会

（令和 8年 10 月 18 日～10 月 24 日）、ワールドマスターゲームズ 2027 関西（令和 9 年

5月 14日～5月 30日）の開催期間中に、インバウンドが日本の伝統的武道などを鑑賞・

体験し、その精神について理解を深め、楽しむことができる取組 

 
1 主要言語による情報提供・カスタマーサポート・世界各国で使用される主要な決済手段を備えたプラ

ットフォーム又は OTA（Online Travel Agent）との契約、もしくは同様の環境を備えた自社サイトの構

築を想定 
2 ユーザー生成コンテンツ（User Generated Contents）を増やすこと 
3 マップ検索エンジン最適化（Map Engine Optimization）地図検索エンジン上のビジネスプロフィール

の登録内容を正しく管理し、常に最新情報を登録することで、検索上位に表示されるようにし、ユーザ

ー（インバウンド）がコンテンツを見つけやすくすること。 
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➢ 2027年国際園芸博覧会（令和 9年 3月 19日～9月 26日）の開催に向けて、日本庭園、

盆栽園、花の名所等を周遊し、鑑賞法や日本の伝統的な造園技術・園芸文化、背景にあ

る哲学などについて理解を深める取組 

   

〇需要の分散・平準化 

・早朝や夜間など従来活用されていなかった時間帯に実施する特別な体験プログラムの創出に

よるオーバーツーリズム解消に資する取組 

・美術館、博物館、劇場、企業等が所有する施設において、通常は非公開のエリアを特別に鑑

賞・案内するバックヤードツアーを創出する取組 

 

〇文化資源を活用した地域への誘客 

・伝統的酒造り、神楽、温泉文化等のユネスコ無形文化遺産もしくはその登録を目指す、地域

に根差した文化資源を活かした取組 

・歌舞伎や文楽、能楽等の伝統芸能及び国際的に比肩しうる高い水準のオーケストラ、オペラ、

バレエ、ミュージカル等の現代舞台芸術を通じてインバウンドを誘客する取組 

・古民家、社寺、城等の歴史的資源、ユネスコ世界文化遺産を活用し、インバウンドを誘客す

る取組 

・アニメ・マンガ等の作品の舞台となった、ゆかりの地を観光資源として活用する取組 

・インバウンド来訪者の受入れや周辺地域への誘客を前提に、地域の特色を生かしたアートプ

ロジェクトや芸術祭の取組 

・地域に根差した祭事などの伝統行事や域内での文化活動を、インバウンドにも開かれた状態

で開催する取組 

・豪雪地帯において、雪国の多様で豊かな自然環境や雪国文化を深く理解し楽しめる取組 

・豊かな自然景観とそこで営まれる文化を深く体験するアクティビティを提供する取組 

 

〇消費額拡大 

・海外の高付加価値旅行者層を対象とするオーダーメイドの特別文化体験の提供に関する取組 

・日本のエンターテインメント・コンテンツ（アニメ・マンガ・ゲーム・映像・音楽）のファ

ンを地域に誘客する取組 

・地域に根差した食文化やその背景となった自然環境、伝統の理解を深める取組 

 

〇販路拡大 

・域内の観光名所、観光協会、観光地域づくり法人（観光 DMO）、宿泊施設、交通事業者、飲食

店等、他の事業者との連携を通じて、地方への誘客・長期滞在を促進する取組 

・地域に関する専門知識・ネットワークを駆使しできる専門企業4や宿泊・交通・食事・等の

手配ができる国内の旅行会社5と連携して地域へのインバウンド誘客を促進する取組 

 

 

（４）補助金の額 
原則として上限３千万円  

 

ただし、インバウンドの来訪増等に高く寄与し、その他条件に見合う場合は３千万円以上の要

望が可能となる見込み。（調整中※１） 

  

 

 
4 DMC(Destination Management Company) 特定地域に関する専門知識・ネットワークを駆使して付加

価値の高いプログラムを企画・提案・実行できる専門企業 
5 ランドオペレーター 
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本事業における補助金算出の基本的な考え方 

   ・最低事業費 1000万円 

・補助対象経費 500万円まで定額補助 

・補助対象経費に対し原則 50%を補助、定額補助の 500万円を超える部分は、補助率 50% 

・課税事業者については、消費税及び地方消費税相当額を控除した額を補助対象経費とする 

・本補助事業は、インバウンドの消費拡大とそれを通じた補助事業者の将来の自走化を促進

するものであるため、採択を行った補助事業の実施により、補助事業者に収益が生じても補

助金の減額は原則行わない。 

    

（例）補助対象経費は消費税相当額控除後の金額 

 

補助対象経費 1,000万円の場合 

    補助金 750万円（定額 500万円＋定額を超える補助対象の 50%の 250万円） 

自己負担 250万円 

 

    補助対象経費 2,000万円の場合 

     補助金 1,250万円（定額 500万円＋定額を超える補助対象の 50%の 750万円） 

    自己負担 750万円 

 

   補助対象経費 3,000万円の場合 

    補助金 1,750 万円（定額 500 万円＋定額を超える補助対象の 50%の 1,250 万円） 

    自己負担 1,250万円 

 

補助対象経費 5,500万円の場合 

    補助金 3,000万円（定額 500万円＋定額を超える補助対象 50%の 2,500万円） 

    自己負担 2,500万円 

 

※１ ３千万円以上の補助を認める場合については現在調整中。 

 

 なお、以下に該当する場合は補助率を 5％加算する。 

 

① 障害の有無にかかわらず参加・体験できる取組、ユニバーサルツーリズム、共生社会を推進

する取組 

② アイヌ文化や琉球文化振興をはじめとする多文化共生を推進する取組 

③ 被災地と協働するなど、被災地復興を推進する取組 

 

 

（５）採択予定件数 
80件程度 

 

 

（６）対象となる経費（予定） 
賃金、諸謝金、旅費、使用料及び借損料、消耗品費、備品費、通信費、役務費、保険料 

 

※賃金は申請を行う補助事業に専従する期間業務職員・アルバイトを雇用する場合に限る。 

補助金で購入できる備品は、多言語対応の発券機、キャッシュレス決済対応端末、音声ガ   

イド対応機器等、インバウンドの受け入れ環境整備に必須なものに限る。 
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 （７）提出書類について 

９ページに記載する資料を提出してください。提出書類は全て審査・評価の対象となります。 

提出書類のうち補助金交付要望書（様式１）、及び収支予算書（様式 2）については、以下を

参照のうえ記入してください。 

 

[様式１]補助金交付要望書 

※画像や図表などで視覚的に補足する必要があれば、補足資料に盛り込むこと。 

 

【１】事業者の情報（代表者・統括責任者・所在地など） 

 

【２】事業・文化コンテンツの概要 

① 事業概要 

② 文化コンテンツの概要（以下のポイントがわかるように記入） 

・基本コンセプト「日本の美と心」に沿っており、日本文化の本質を表していること 

・インバウンドが日本文化の本質・芸術性を理解できるようにすること 

・「日本の美と心」を世界に発信するのにふさわしいこと 

・インバウンドが楽しめること 

・来訪・購入しやすさ、ニーズに応える柔軟さなど、インバウンドの利便性に配慮してい

ること 

・開催地、期間・頻度（想定） 

・販売の価格帯（想定） 

・ターゲットの属性（「欧米からの美術好きの少人数グループ」、「アニメ好きの一人旅のア

ジア系の若者」、「専用ガイド・専用車で移動する富裕層」など） 

・対象人数（１回/日あたり、1実施期間あたりなど） 

    

【３】 実施計画 

①  補助事業期間の事業計画 

・計画する事業内容に沿って最小３年、最大５年まで任意に選択し、各年度の実施計画を工

程表の形式で記入。（令和９年度以降については、わかる範囲で記載。予定に変更があっても構

わない。） 

なお、本事業は当該年度の進捗と次年度の事業計画の評価を行い、補助の継続可否を審

査するため、令和８年度の採択をもって２年目以降の補助を確約するものではない。 

 

②  補助事業期間終了後に目指す姿 

・本事業を通じて、補助事業期間（令和８年度から最小３年、最大５年）終了時にどのよ

うな姿を目指すのか、現状と課題を整理しながら、次の観点も含めて記載ください。 

＞多彩な文化コンテンツで惹きつけ、地域への再訪、滞在の長期化、消費拡大を目指す 

＞文化関連事業者、交通事業者、宿泊事業者、観光 DMO、地方自治体・NPO・関連企業等の

多様な主体との連携関係を深める、もしくは市町村・都道府県等の枠を超えた広域的な連

携を深め、申請者単独ではなしにくい効果（地方誘客・消費拡大）を上げることを目指す 

＞文化コンテンツの販売より得られる収益を文化資源や従事者に再投資し、補助事業期間 

の終了後も、必要な人材の確保、魅力の高い文化コンテンツの維持・追加、販路拡大によ

って補助金に依存せず、事業を継続していくことを目指す 

 

③ 令和８年度取組の詳細 

・上記（３）の要件及び取組例を参照すること 

・販売環境整備・広報・セールス・他の主体との連携・効果検証をどのように行うかを含めて

記載 

・スケジュールの詳細 
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【４】補助期間中（令和８年度から最小３年、最大５年）の来訪者数の目標 

・全体数の目標値（全体及びインバウンド数） 

・有料来訪者数の目標値（全体及びインバウンド数） 

・各目標値の設定根拠、及び達成度合いを測定する方法 

 

【５】現状における課題と今後の対応 

① インバウンドの利便性を図るための課題と今後の対応（多言語対応、販売環境整備、販路

拡大等） 

② インバウンドのニーズ把握や国外に向けた広報宣伝上の課題と今後の対応（ターゲット層

の設定を含む。） 

③ 交通事業者や周辺施設等（飲食店・宿泊施設・地域等）との連携上の課題と今後の対応 

④ 国内外の旅行会社・企業との連携・取引関係の構築にかかる課題と今後の対応（商談会等

への参加経験があれば記入。） 

 

【６】その他参考となる情報（該当する場合は記入） 

① 需要の分散・平準化に資するポイント（早朝・ナイトタイムの活用など） 

② インバウンドの誘客、もしくは域内のオーバーツーリズム解消に資するポイント 

③ インバウンド来訪者数、もしくは消費額拡大に資するポイント 

④ インバウンド誘客に関する類似事業の実績（これまでに日本博事業の採択を受けたことの

ある申請者は、日本博事業の実施を通じて得た成果を記載。日本博事業の採択を受けたこ

とのない申請者は、インバウンド向けに実施した過去の取組の実績や成果を記入。） 

⑤ 申請者単独ではなしにくい効果（地域へのインバウンド誘客・地域での消費拡大）を上げ

るポイント 

 

【７】事業運営体制 

・文化コンテンツの制作、広報、マーケティング、効果検証、会計など、どのような体制のも

とに提案する事業を運営する計画か、事業体の全体像を連携先（予定可）も含め図示すること。 

・特に事業全体の進捗状況を常に把握し、日本博事務局との連絡調整の窓口を務める者（本事

業では便宜上、「統括責任者」と呼ぶ）、文化コンテンツの制作、広報、マーケティング、効果

検証、会計など事業実施に典型的な業務については、当該業務の責任者を明示すること。 

なお、各業務の責任者間では常に密な情報共有・連携をはかるとともに、各業務の責任者が

統括責任者を補佐して、統括責任者が全体状況を的確に把握できるようにすることが求めら

れる。 

・一部の業務を外部に委託する計画がある場合は、どの業務を外部委託するのかがわかるよ 

うにすること。 

 

[様式２]収支予算書 

・事業実施に必要な経費を積算すること。対象となる経費は（６）のとおり。 

   ・必ず見積書・料金表等に基づき、適切な金額の計上を行うこと。 

・経費予定額の具体的な内訳・使途や、根拠が明らかになるよう補足資料を作成・添付するこ 

と。 

・対象となる経費であっても、社会通念上著しく高額と認められる場合は、対象外となるため、 

留意すること。 

 

 （８）採択後の留意事項 
事業採択の通知を受けた事業者は、以下の取組等を行ってください。なお、文化コンテンツ

の造成・販売に当たっては、日本博事務局が委託するセールスマーケティングの専門事業者に

よる伴走支援を実施する予定です。 
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① 事業実施計画に対する条件付与と経費の精査 

審査・評価委員会6より採択条件が付された場合は、すみやかに実施計画及び予算計画に

反映すること。 

② 契約の書面化や取引の適正化等 

文化芸術の担い手である芸術家等が安心・安全な環境で業務に従事できるよう、文化庁

が策定した「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン（検討のまとめ）」 

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/kibankyoka/index.html を参考に、契約

の書面化や取引の適正化等を行うこと。 

③ 実施事業の効果検証 

事業者は、事業実施により得られる来訪者数、有料来訪者数、売上の目標・評価基準を

設定・モニタリングし、その分析結果を事務局に報告すること。（モニタリングには、アン

ケートを行う等、インバウンド来訪者の満足度を把握することも含む。）また、事務局が実

施する効果検証に関する各種調査やヒアリングに応じること。 

④ 日本博事務局が採択事業をとりまとめて海外旅行会社等へ行う営業活動への協力（商談会

への出展を含む） 

事務局からの求めに応じ、セールスに必要な素材を提供すること。 

（例）・国内外の旅行会社等に提供するタリフ7 

・企画書8 

・文化コンテンツの魅力を伝える画像等 

⑤ 日本博プロモーションへの協力義務 

事務局が主導する日本博全体のプロモーションのために必要な情報、画像・動画等の素材

の提供、取材協力などを行うこと。 

  

 

（９）審査、評価基準 
応募書類に基づき、書類審査を行います。 

 

１．基礎項目 

【「日本の美と心」の対外発信・芸術性の高さ】（６０点） 

① 日本博の基本コンセプト「日本の美と心」にそった内容であり、日本文化の本質を表す優

れた内容であるか。（２０点） 

② 日本文化の本質・芸術性をインバウンドが深く理解できる内容になっており、海外に発信

するものとしてふさわしいか。（２０点） 

③ インバウンドが楽しめる内容となっているか。（２０点） 

 

【インバウンドの利便性への配慮】（４０点） 

④ 年間を通じた実施となっているか、又は内容・日程等の早期公開などにより、インバウン

ドが参加しやすい工夫や配慮があるか。もしくは、インバウンド市場の需要に応え、コン

テンツの内容・実施時期などを柔軟に調整できそうか。（２０点） 

⑤ インターネット上の販売、キャッシュレス決済などインバウンドが利用しやすい販売環境

が整備されているか。（２０点） 

 

 

 

 
6 審査・評価委員会 -日本博事業の審査を目的とした外部有識者による委員会 
7 販売する文化コンテンツの料金、条件、アクセス、スケジュール等の詳細情報を記載した販売要

綱 
8 文化コンテンツのコンセプトや体験内容、特徴や魅力などを写真や図なども用いて示し、その内容を

理解してもらうとともに魅力を訴求する資料。 

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/kibankyoka/index.html
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【予算・実行計画・体制】（８０点） 

⑥ 事業計画が経費や規模の面で合理的であるか。（２０点） 

⑦ 実施可能な体制を有しているか。（２０点） 

⑧ 事業実施の効果について明確な目標を設定し、定量的なデータに基づく集客・売上の分析

などの効果検証を着実に行う実施計画となっているか（２０点） 

⑨ 将来構想が明確であり、補助期間終了後の自走化・事業の継続性が期待できるか（２０点） 

 

２．加点項目 

【独自性・優位性・多様性】 

⑩ 発信する日本文化のそれぞれの分野において独自性や優位性が大きく認められる。（１５

点） 

⑪ 子供・若者・高齢者・障害者等の文化芸術活動の促進や共生社会の推進に資すること、ア

イヌ文化や琉球文化振興をはじめとする多文化共生の推進に資すること、若しくは被災地

との協働などの被災地復興の推進に資することが認められる。（１５点） 

 

【需要の分散・平準化】 

⑫ 公演・展示・ワークショップなどのイベントは年間を通じて実施する、もしくは年間を

通じた実施日数・回数が少ない場合でも、日程等の詳細を早期に情報発信するなどして、

インバウンドが参加しやすい配慮を行っているか。(継続実施の見込みがない単発イベ

ントとなっていないか。) （１５点） 

⑬ インバウンドの地域への誘客、若しくは域内のオーバーツーリズム解消を期待できるか。

または、早朝・ナイトタイムの活用などにより、需要の分散・平準化に資することが期待

できるか。（１５点） 

⑭ インバウンド増、もしくはインバウンドの消費額拡大に効果が見込まれるか（１５点） 

 

【実現性】 

⑮ 実現性が高い、若しくは実施を期待できる実績があるか。(１５点) 

⑯ 継続性の高い実施体制が組まれているか。（１５点） 

 

【域内の他の主体との連携】 

⑰ 文化事業者、交通事業者、宿泊事業者、観光 DMO、地方自治体・NPO・関連企業等の多様な

主体との連携、もしくは市町村・都道府県等の枠を超えた広域的な連携により、申請者単

独ではなしにくい効果（地域へのインバウンド誘客・地域での消費拡大）を上げることが

期待できる（１５点） 

 

 

  以下により採点を行う。 

 

１．基礎項目（１８０点満点） 

審査項目①～③ Ａ＝４０点 Ｂ＝３０点 Ｃ＝２０点 Ｄ＝１０点 Ｅ＝０点 

審査項目④～⑨ Ａ＝２０点 Ｂ＝１５点 Ｃ＝１０点 Ｄ＝５点 Ｅ＝０点 

 

２．加点項目（最大１２０点） 

審査項目⑩～⑬ Ａ＝１５点 Ｃ＝１０点 Ｄ＝５点 Ｅ＝０点 
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提出書類（予定） 
オンライン申請フォームより申請いただく予定です。 

各様式は後日公開します。 

 

提出書類一覧 
データ形式 

指定形式 PDF 

（1）補助金交付要望書［様式１］  
※５枚のシート全てに簡潔に記入すること。 

Excel ○ 
１つのファイル

に統合すること 

（2）収支予算書［様式２］ Excel 

（3）補足資料［様式自由］ 
※企画提案内容を画像や図表等で視覚的に補足する資料

を提出してください。A4判 10ページ以内に限る。 

任意書式 ○ 

（4）積算根拠資料（見積書の写し等） 
※金額が１００万円（税込）以上の発注経費が含まれる

場合には積算根拠必須。本要領単価によらない人件費・

諸謝金も積算根拠資料を提出。 

任意書式 

○ 
１つのファイル

に統合して提出

すること。 

（5）定款又はこれらに類する規約 

※国・地方公共団体・独立行政法人は除く。 
任意書式 

○ 
１つのファイル

に統合して提出

すること。 
（6）直近の３か年度の財務諸表 
※貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書、活

動計算書、資金収支計算書、消費収支計算書等を含む） 

※国・地方公共団体・独立行政法人は除く。 

任意書式 

(7）誓約書［様式 3］ Excel ○ 

 

 


